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多目的空間としての居間の計画に関する研究（梗概） 江上　　徹

コミュニケーション機能を核として

第1章はじめに

　　　　　　　　高度経済成長終焉以降の特徴的傾向の一つは，モダニ

ズム・近代化への反省・批判である。住居・住生活に関

する分野でも，大は郊外の住宅地開発や高層アパートの

問題から，小は子ども部屋のあり方まで，様々な批判が

ある訳だが，近代住居の核ともいうべきリビングルーム

（以下Lと記す）に関する反省・見直しは，それらの議

論の中にあっても重要な位置を占めてきたといってよ

い。こうした見直し論議は，1970年代以降の都市住居に

おける洋風の居間＝Lの普及を背景に生じており，それ

はこのLが居住者の実際の生活にそぐわない点を持っ

ていたことを暗示している。

　例えば，そこは洋間であるにもかかわらず，必ずしも

イス座の生活が行われている訳ではなく，冬季のコタツ

利用に典型的に示されるようなユカ座要求の強さや，モ

ノを置く場と化したソファの問題等が指摘されている。

又，“応接間然とした”という接客がらみの批判は，Lが

普及し始めた初期のころからあったし，現在でも，Lには

応接セットが置かれ，家族のだんらんやふだんの接客は

別の部屋でなされる，あるいはLがソト向きの部屋とし

て意識され，家族生活の場として十分活用されないと
　　　いった類の話題が度々雑誌や本に紹介されている注1〕。こ

れらはいわば現状のLという具体的な空間とそこでの
　　　　生活との姐歯吾の問題であるが，このLが公私室型ないし

モダン・リビングという計画理念の現実態としてとらえ

られる時，それは必然的に理念そのものへの疑問をも導

き出すであろう。何故なら，イス座化は戦前からの住居・

住生活の近代化の過程での改善目標であったし，戦後の

モダン・リビングではLでの接客を当然のこととし，公

私室型における公室も，一般的には就寝等の私的な行為
　　　　を除いた諸々の行為＝ノン・プライベートな行為全般

　　当然接客も含まれる　　の場として説明されてき

たからである注2）。

　しかし，実は自明のごとく扱われている公私室型やモ

ダン・リビングという概念そのものがかなりの幅を持っ

ており，又，実際につくられてきた一般的なLがその理

念の十全な現実態であるかどうかは疑わしい。実際に多

数の集合住宅や分譲・建売り等の戸建住宅の居間として

供給されてきたLは，果たして上述のようなだんらんも

接客も行う場として，あるいはノン・プライベートな行

為全般を引き受ける空間として計画されてきたのであろ

うか。この、点を問わずして，現状のLにおける様々な問

題点を根拠に，Lを接客も含めたノン・プライベートな行

為の場，すなわち多様な行為の場とする考え方，理念を

否定するのは単純に過ぎよう注3〕。

　もちろん，Lにおける生活と空間との齟齬・矛盾の指摘

は理念だけを問題にしている訳ではなく，具体的な空間

のあり方をも問題にしているのである。この点に関して

概括するなら，第3章で述べるように，現状のLは，①

接客と家族生活との重なり，②家族生活上の多様な行為

の重なり，③イス座とユカ座の重なりという，三つの主

要な矛盾，あるいはそうした重なりへの不適応という問

題を抱えているといえよう。そして，このような矛盾，

問題点に対して，Lへの批判，見直し論の多くは接客機能

の分離等に基づくLの機能の純化による解決を志向し

ているように思われる。確かにそれは妥当な面もあり，

解決の一つの方向ではあるが，今日の住生活の様式や住

戸規模との関係からすれば，それだけでは一面的であろ

う。例えば，Lとは別に接客用の部屋を設けたとしても，

現在の都市における来客の質，接客の内容，あるいは客

へのサービス，冷暖房，接客用の家具購入の負担等々の

事情によっては，必ずしもそれが意図通り十分に接客に

活用されるかどうかはわからない。又，現状では行為の

場の重複・モノの散らかり等の矛盾として現象しやすい

子どもの遊び・学習，大人の読書・物書きといった半ば

私的な行為や洗濯物の整理等の家事行為も，子ども部屋

を中心とした過度の私領域化とそれに伴う家族間のディ

スコミュニケーションや家庭における父親の場が問題と

なっている昨今，むしろ家族間の緩やかなコミュニケー

ションの可能性を内包するものとして注目され，いたず

らにそれらを専用空間へと追いやるのは住戸規模との関

連からいっても得策ではなかろう。私領域化，私性の深

化は近代住居の特質ではあるが，それ故にこそ一方では

コミュニケーションの場の形成が非常に重要な課題とな

る注4〕。もちろんこれは家族内コミュニケーションだけで

はなく，対杜会コミュニケーションを含めてのことであ
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る。

　先に触れた理念の問題とも絡めて，これらの点を省み

るなら，必ずしも機能分化という方向だけではなく，あ

るレベルでの接客や半ば私的な行為も含めた，多様な行

為の場二多目的空間としての居間のあり方を検討するこ

とも一方で必要であるといえよう。ここでの多目的性の

意味は，一つの空間で幾種類もの行為がなされ得ること

自体にあるというよりも，それを通しておのずからなる

コミュニケーションが期待できるという一点にある。本研

究はこのような視点から，コミュニケーション機能を核

とした“多目的空間としての居間”という理念の今日的

意義と，そうした居間の計画のあり方について考察しよ

うとするものである。

第2章　居間＝リビングルームの理念と現実

　我が国の一般的都市住居においてLが普及していっ

たのは，昭和40年代後半からと考えられるが，そうした

洋風の居間，イス座式の居間を，特殊な上流階級のもの

ではなく，中流住宅での具体的空間として提示したのは，

大正期の居間中心型住宅が最初であろう。もっとも“居

間、という言葉自体はそれまでの日本の住居の中でも既

に使用されていたものである。ただし、その意味すると

ころは現在の居間とはかなり違っており，“（誰かが）常

に起き臥しする部屋。，“常に居る部屋”ということであ

り，例えば“主人居間”や“夫人居間”といった使用例

が散見される。居間が今日のように“家族が集まってく

つろぐ部屋”という意味で国語辞典に登場するのは昭和

40年代以降のことである注5〕。これは，まさに具体的な住

空間の普及とリンクして言葉の意味するところ，内容が

変化することを示しているが，大正時代に居間中心型の

プランが提案され，生活改善同盟会によって，“家族の団

らんを目的とする部屋、として“居間”の名称が採用さ

れた時点では注6），その概念が決して一般的ではなかった

ということでもある。

　戦前の，あるいは戦後しばらくの間の一般的都市住居

において，現在の居間＝リビングルームに最も近い空間

を選ぷとすれば，それは恐らく“茶の間”であろう。事

実，武田五一は茶の間を“Living room（Sitting room）”

に対応させて，中流住宅の和洋の室名対照表を作ってい

る注7〕。しかし，大正期の住宅改善調査委貝会は茶の間の

名称を用いず，これを食事室とし，上述のようにそれと

区別して，居間という名称を家族のだんらんの場を指す

ものとして採用したのである。そしてそれ以後，今日に

至るまで，それが欧米のLiving room当たる部屋の名

称として徐々に定着してきたといえよう。ただ，ここで

注意すべきことは，この出発点において，居間は家族の

だんらん室としてとらえられ，家族が共同で使う部屋と

してはこのほかに上述の食事室と“客間”が挙げられて

いたことである。住宅改善の基本的な方向としては，イ

ス式生活，洋風化を目指しており，恐らく欧米のLiving

room，Sitting roomが念頭にあったと思われるが，第1

章で述べたモダン・リビングとは違い，居間とは別に客

間を認め，屠間は家族生活の場に重点を置いてとらえら

れているのである。

　では，この居間の源流ともいえる欧米のLiving room，

Sitting　roomは元々どのような部屋であったのだろう

か。この点に関してはここで詳述する余裕も能力もない

が，本研究の問題意識との関連で簡単に振り返ってみた
　　　　　　　　　　　　い。ヨーロッパの住宅史を●いても注8〕，少なくとも中世

以前にはLiving　roomやSitting　roomは生まれていな
　　　　　　　　　　　　　　　いようである。地主階層や領主の館のように一定の空間

分化がみられる住居も，基本的にはHallとSoｌarの2

室から成っていた。これは現代風にいえば公室と私室で

あるが，領主のHal1は様々な公的行事に使われたほか，

従者達がそこで寝ることもあり，Soｌarも単に家族の寝

室というだけではなく，食事や接客にも用いられた。近

世から近代にかけて，接客を軸に公的空間は細分化・専

用化が進み，Parlour，Drawingroom，Ante－room，Audi-

enceroom，Library，Smokingroom，Cardroom等々が

生まれ，他方ではMorning　room，Breakfast　room，

Sitting　room，Living　room等の，接客用という意味で

の公室ではないが，私室ともいえない部屋が誕生した。

Oxford大辞典によれば，Sitting　roomはBedroomや

Kitchenと対比される，腰掛けるための部屋である。すな

わち，機能的には，そこは就寝したり，調理したりする

部屋ではないという点に重点が置かれているのであり，

具体的にとのような状況て－例えは家族がそろって，

夫婦て，あるいは客を迎えて等々－腰を掛けるかは余

り問題とされていないのである。Living　roomについて

は，Oxford大辞典には見出しがなく，ただ19世紀の刷列

が載っているだけである。

　鈴木博之著の「都市住宅を遡る＝揺藍期の近代住宅」

に紹介されている近代イギリスの住居の平面をみると，

一定規模以上の住居にはLiving　roomという名称の部

屋はなく，kitchen，Scuｌｌery，Dining　room，Drawing

room，Study等々に空間分化がなされ，逆にLivi㎎

roomを持つ小規模住居ではその他にはBedroomと

Scu11eryにしか空間分化がなされていない。19世紀末の

アメリカの住宅を掲載した「TURN－OF－THE　CEN－

TURY　HOUSES，COTTAGES，AND　VILLAS」とい

う本を調べても同様のことが指摘できる。又，E，

Camesascaの「HISTORYOFTHEHOUSE」では初

期のリビングルームの例として，1670年にアメリカのマ

サチューセヅソ州に建てられた住居を挙げ，それ（Livi㎎

room）は，同時にSittingroomでもBedroomでもDin-
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ingroomでもKitchenでもあり，そしてStoreroomで

もあるとの説明を加えている。これらのことから判断す

れば，近世末から近代にかけてイギリスやアメリカの小

規模な住居に現れたLiving roomは文字通り“生活する

部屋”であり，本質的に多目的な空間として誕生したの

ではないかと解される。

　しかし，今世紀に入り，建築家が住居計画に携わる中

で意識的に設けてきたLivingroomは，単にそうした狭

小住居故の，雑多な行為の場としてのLiving roomにと

どまらない，積極的な面を持っていた。先述したように，

中世や近世のイギリスの住居における公的空間はHall

やParlourであるが，それは近代に至るまで根強く残っ

ていた。イギリスの都市住居の形式はロウハウスやテラ

スハウス等のいわゆる長屋が一般的であったが，そのプ

ランはおおむね図－1に示すようなものである。すなわ

ち，1階の道路側，つまりオモテにParlourをとり，ウ

ラの方にDiningroomあるいはLivingroom及びScul-

leryを配し，上階にはBedroomが設けられた。A．

Quineyの「HOUSE　AND　HOME」によれば，19世紀

を通じて，Parlourを持つことは労働者の間でも羨望の

的であった。それはちょうど我が国の座敷のように，住

居の中の聖域であり，侵すべからざる空間であった。家

づくりが自分達の仕事であった時代には，Parlourは普

通の部屋であったが，そうした家を追われ，都市に流入

した後には，それは彼らの統合と成功のシンボルと化し

た。彼らはParlourを飾り立てるために生活を切り詰め

ることさえしたのだが，その部屋を使うことは余りな

かったようである。そこは例えば，親戚をもてなしたり，

結婚のお祝いをしたり，遺体を安置して死を悲しんだり，

ごちそうを食べたりするのに使われたが，それが終われ

ば火は消され，ブラインドは降ろされ，ドアが閉められ

て次の機会を待つだけであった。それとは対照的にウラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のLiving roomは調理や食一事，暖炉の前での沐浴，雨の

日の遊び等，家族の様々な行為に活発に使われ，更にそ

こは友人達が談笑に立ち寄る部屋でもあった。

　このように，19世紀まで，一般の都市住居では余り使

用されないParlourがフロントを占め，多目的かつ活発

に使われるLiving　room又はDining　roomがバックに

置かれるという形式をとっていた。しかし，1901年にR．

UnwinとB．ParkerはYork郊外のNew　Earswickの

チョコレートエ場労働者のための住宅建設に際し，そう

したプランを否定し，新しい提案を行った。彼らは，そ

れまで住居のウラに詰め込まれていた洗い場や収納空間

を主要な場所に配し，同時にオモテとウラの2室として

とられていたParlourとLiving　roomを1室にまとめ，

広く，明るく，風通しのよいLiving roomとして設けた

のである（図一2）。彼らがそうした提案を行った理由は

上にも指摘したように，オモテに面した，広い窓を持つ

WC

Coal

Larder

Scul1ery

　　O

Living　room

図一1

Parlour

Bedroom

Be血oom

Bedroom

　1階　　　　　　　　　　　　　　2階

イギリスの伝統的な都市住居のプラン
（「THE　NATlONAL　TRuST　BOOK　OF　THE　ENG－
LlSHHOUSE」より）

　　　　　1階　　　　　　　　　　　　2階

図一2　unwin等が提案した新しいリビングルームを持つ
　　　　住居のプラン
　　　　（「THE　NATlONAL　TRuST800K　OF　THE　ENG－
　　　　LlSHHOUSE」より）

Parlourは当時ほとんどステイタスシンボルと化し，余

り使われなかったのに対し，ウラのLivingroomは日常

生活によく使われていたにもかかわらず，更にその先に

Scu1lery等があるため，小さな窓しかとれず，暗く非衛

生的であったからである。Unwinは「COTTAGE

PLANS　AND　COMMON　SENSE」の中で次のように

述べている。

　　『たとえParlourがどれほど望まれようとも，それは健康や
　　家庭生活にとって必要であるとはいえない。どの住居にも十
　　分に健康的で明るく，便利な，広いLiving　roomが設けられ
　　るまでは，この毎日，毎時間使われるであろうLiving　roomの
　　スペースをさいて，1週聞に1～2回しか使わないParlour
　　を設けるのは，疑いなく何よりも愚かなことである』

　このUnWin等の提案は，当時のイギリスですんなり

と受け容れられた訳ではないが，まさに近代住居におけ

るLiving　roomの誕生として注目に値するものである。

ここで計画され，提示されたLiving roomはかつての，

小規模住居故の，狭さ故の使われ方の雑多さ，結果的な

多目的性ではなく，新しく意味付けされ，価値付けられ，

ある程度の規模や採光・通風条件を整えられた上で，多
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 目的性を持つよう期待されているのである，、実はLiving

 roomの多目的性のためには，このような規模や採光・通

 風，あるいはサーキュレーションやアルコーブ，コーナー

 等々の諸条件への配慮が必要なのである。そうした点に

 まで目を配られていたか否かは別として，接客をも含め

 た多目的な空間としての居間ないし公室の理解は，戦後

 の我が国のモダン・リビングや公私室型理念の中も一

 般的であった。例えば

 　　『…この「私」生活の分離によってとり残された「公」－と
 　　いうより「非私」といった方がよいかもしれない－生活の
 　　すべてを包括する空間が「公室」である。その中核的な空間が
 　　居間・リビングルームである。」（「目本の住まい11」，西山タロ三
 　　著）
 　　　『住宅の歴史を竪穴住居まで遡って考えると，はじめにすべ
 　　ての生活行為が一部屋で行われた住居があって，そこから調
 　　理，睡眠などの，それ自身としての分かれやすい行為のための
 　　部屋が次々と分離していき，その後に残った行為をすべて引
 　　き受けているのが居間だと言えよう。』（「住まい方の思想」，渡
 　　辺武信著）

 等々，数多くの著書がそれを証明している。又，それが

 接客機能をも受け持つ空間として理解されていたこと

 は，この多目的性ということからして当然であろう。こ

 の点に関しても多くの文献が言及している。例えば，

 　　　『近代住居では何もしていないとき，何をするでもなく座っ
 　　ていられる場所は，リヴィング・ルームをおいて他にない。つ
 　　まり，特定の目的のない部屋がリヴィング・ルームであるが，
 　　しかし，まったくそれだけに終始するのではない。接客はもっ
 　　ぱらリヴィング・ルームでなされる。」（「住宅の逆説1」，黒沢

 　　　隆著）
 　　　『戦後のMLのもっとも基本的なパターンは＜公私室型〉であ
 　　る。住宅の中心はリビング（居間）にある。そこはたいてい洋
 　　風のイスザ式空間で，活動的な生活，家生活の中では，〈公〉
 　　の生活－家族いっしょの団らんや食事，テレビをみたり手
 　　しごとをしたり，そして来客があると気がるにとおす空間で
 　　ある。」（「住居論」西山夘三著）

 等々である。しかし，居間についての理解は，必ずしも

 すべてがそうした接客機能も含めた多目的なものという

 訳ではなかった。例えば「公剛主宅における公・私空間

 の分化」（鈴木成文）や「公団住宅の居間について」（青

 木正夫ほか）では，居間（必ずしも洋風の，板の間のリ

 ビングルームのみが想定されている訳ではない）は，だ

 んらんの場として，テレビやステレオやソファ等をしつ

 らえて家族生活を楽しむ場としてとらえられ，接客機能

 への配慮は希薄である注9〕。「公団住宅の新型系列設定の

 ための基礎的研究」（内田祥哉・鈴木成文ほか1）でも，居

 間は

 　　　『家族構成員が集まりうるスペースとする。……一般的なだ
 　　んらんの行為が行われうるスペースを考える』

 とされている。又，「現代の日本住宅」（鈴木成文著『東

 京大学公開講座　家』所載）では

 　　　『新しい方向として，住宅を公的な部分と私的な部分とに分
 　　けて構成しようとする考えが，数年前からしだいに明瞭な形
 　　をとってきた。公的といっても家庭内での公的生活，すなわち
 　　家族が集まる団らんや食事などの生活行為をさし，一方私的

 　　とは各個人の生活，夫婦や子供たちの就寝，勉強などの生活行
 　　為をさす」

 と述べられている。すなわち，戦後の我が国では先述し

 たように，接客をLで行うのは当然とするモダン・リビ

 ングの理念や，公私室型の公を，ノン・プライベートな

 行為全般を引き受ける空間とするとらえ方がある一方

 で，居間ないし公室を家族の集まり部屋とするとらえ方

 もあったのである。そして，先の引用にあるように，実

 際にLという空間を普及させていく上で影響力を持っ

 たと思われる住宅公団では後者の考え方がとられた。事

 実，公団住宅の初期の居間をみると，DKに板の間のLが

 連続したものであり，接客をも含めた多目的な空間とし

 ては貧弱なものであった。その後，LとDKとが分節化

 されたL・DK型やKが独立したLD・K型がつくられて

 いったが，この背景にはLでの接客に対する配慮があっ

 たものと撒則される。ただ，現状では，Lでの接客への，

 あるいはそれをも含めた多目的性への配慮は十分ではな

 く，第1章に示したようなLへの批判，モダン・リビン

 グヘの疑問等が出されているのである。すなわち，現実

 の一般的なLは，基本的に家族の“だんらん、室，集ま

 り部屋として計画されており，これは一方ではLでの接

 客を当然とするモダン・リビングの理念やノン・プライ

 ベートな行為全般を引き受ける公室という考え方との間

 で，他方では実際の住生活との間で，というように，二

 重の齟齬を来しているのである。

 第3章住み方からみた居間の多目的性

 3－1　分析・考察の基礎資料について

 　上述したように，今日の都市住居のLの多くは，基本

 的に家族の“だんらん、室，集まり部屋として計画され

 てお「），接客をも含めたノン・プライベートな行為全般

 を引き受ける場としての空間的条件への配慮は不十分と

 思われる。しかし，昨今のLへの批判的論議は，このよ

 うな現状のLにあっても，そこを例えば接客にも家族生

 活にも使おうとしていることを暗示しているのではない
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あつれき だろうか。Lにおける接客とだんらんとの軋櫟の指摘等
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あか は，一面ではLをそのように使おうとしていることの証

 しであろう。むろん，居室数の制約等からやむなく行為

 の重複が生じるということもあろうが，多くの世帯で“余
 　　　うんぬん 室、が云々される今日，この接客とだんらんに代表され

 るLでの諸行為の重なりは，そうした消極的な方向での

 み解釈する訳にはゆくまい。むしろ，そこには生活の仕

 方としての普遍性があるようにも思われる。このような

 観点から，ここでは都市住居の一つの典型である集合住

 宅を対象に，住生活の実態から居間の多目的性について

 の考察を試みたい。

 　生活の仕方の普遍性ということから，できるだけ多数
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表－1　調査対象住戸の概要1
　　　　　3LDK）

（公室構成調査，すべて
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表－4　モニター調査対象住戸数

調査 夏期調査 秋期調査 冬期調査
項目

接 家過タ住 回 接で居生 層 接に住こ居回
客 具 ご食み 収 客の間活 間 客関生関間収
記 配 し以方 時 記行及時 の 記す活すの時
録 置方後の ヒ 録為び間 写 録る・る家ヒ

記の概 ア ≡己周記 真 調住記臭ア
録 要 リ 録辺録 撮 ．査意　識録・リ

住戸 ン 空 影 備 ン
タイプ グ 間 品 グ
3LDK 22 22 22 22 22 17 18 18 6 18　1817 19

■4DK 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4　4 4 4

4LDK 48 50 48 47 36 43 44－4221 39　4040 41

夏期調査は1988年8月，秋期調査は同年10月，冬期調査は同年ユ2月半ばより翌
1989年1月半ばに行った。調査対象住戸の内訳は，3しDKではP．H．平尾山荘
A4（3）．壱岐メゾネットA（3），生の松原S．H．（3）．高木S．H．十G．H．原
（4），P．H．平尾山荘Al・A3（5），P．H．平尾山荘B王・B3（4），4DK
ではチサンM．野悶（2），タサキH．（2），4LDKではP．H．平尾山荘1A4
（1），大野L．T．SC7210（2）．壱岐南床の問和室A（6），同B（6），生の
松原S．H．（5）．大野L．T．NC6710（2）．壱岐北床の間和室A（2）．llil　B
（4）．P．H．平尾山荘Al（2），飯倉S．H．（5），E州．番椎十小郡P．T．
（ユ5）である。［（　）内はモニター調査開始時の協力住戸数］

のデータに基づいた方がよいと考え，分析・考察には表

一1～4に示す諸調査を利用した。表一1は，主として

Lと和室を開放的に接続するプランの有効性の検証を軸

に，公室構成の方法の検討を目的としてなされたもので

あり（公室構成調査と呼ぷ），表－2は居間での起居様式

のあり方の検討を目的として，和室の居間を持つ住戸を

対象になされたものである（4DK調査と呼ぶ）。表－3は

接客の場と家族生活の場の分離と重複の問題を軸に，居

間の多目的性を論じることを目的になされたものである

（接客・多目的性調査と呼ぶ）。表一4はこの多目的性を

更に詳細に検討するために，表－一2，3の調．査対象の中

から協力者を募り，モニターとして，接客や居間での行

為やそこに現れるモノ等に関する生活記録を付けてもら

うという方法で行った調査である（モニター調査と呼

ぶ）。

　調査対象世帯のほとんどはいわゆる核家族であり，特

に長子年齢が幼児から高校生辺りの成長期の家族が多

く，各調査とも家族人数は4人の世帯が半数以上を占め

ている。ただ，3LDK，4DKよりも4LDKで，又，表－1

～3の調査よりも調査時期の遅いモニター調査で，成長

した家族がや・多く，家族人数も多めである。寝室利用

パターンをみると3LDK，4DKで6～7割，4LDKでは

8割以上の世帯で夏・冬とも就寝に利用しない居室

（DK・Lを除く），すなわち空室・余室がある。

3－2　居間での行為の多様性とコミュニケーション

　図一3はモニターの生活記録に基づく，10月のある平

日における居間での行為である。又，図一4は表一1～3

に示す各調査の対象住戸のうち，2～15歳の子どものい

る世帯において，居間で行うと答えられた諸行為である。

各々パーセンテージは，対象’者（世帯）中で当該の行為

を居間で行っている，あるいは行うと答えた者（世帯）

行為主体
主 主 3 6 9 12 15 18

一 一 一 一 一 歳
5 8 11 14 17 以
歳 歳 歳 歳 歳 上
の の の の の の
子 子 子 子 子 子
ど ど ど ど ど ど

行為の種類 人 婦 も も も も も も

談話する
　　　　u　1　…　　　　■　1　■トランプ・花札等をする

だ 　　　　…　皿　　一　　　　　　　　　　　一碧’将棋等をする

■　⊥　　　I　　　　■　■■
1

ん
ファミコンをする　　1　■　」　L　皿　■　■　　　…　…　■　一　…　　u

．・：・．．．：．・：・：・：・：’一’
勉強する　　一　　　　　　■　…　　　■　　■　　　　■　　■　1　■　　■：・：・・。…、・．・：・：・：，

らけいこ事　■　■　⊥
．　．…本を読む■　　■ 徽塞

1 ■　　　　　■　1　　1　■　1　1　■ん お茶等でだんらん　　I　’　u　…　一　…　一　■　…　」轟織鍍灘 蟻誰 111111搬1
お酒等でだんらん　■　　■　　　　　　　■　■　■　■　■　　　　　■　　　　　　　　1　　　■　■：1：1111l
TVを見る　■　■　1　　　　　■　　　　　　　■　　　　　　　　　■　■
ラジオ等を聴く

く
灘…
一・辿 ■■’’■’　．■旦’’一．　　．

つ
三．9オ箏を二人で瞭≦

一一一一　■．’’］．　一　一一一■
ろ ■…鰯萎嚢．、！■．．1111■　　■
ぎ 一一お酒等でくつろぐ

食 w＾‘｛一1’÷’’■　　　　　」■ ’
事 昼食を食べる

夕蚕を蚕べξ■■■■■■■■■■r；■1■ 一一一…㌔i’．．

新聞を読む
睨 雑誌を読む

■
・：11嚢簑 ■■．・．…一灘・：・：・

み マンガを読む
・・　■　■　　■　■　■絵本を読む

　　…L」＿　　　　■■
書

■一u⊥一一一L‘≒一‘・き ．．：・：・：’掠毫
：鱗 ■　　　一

仕
事’勉

勉強する
一

：1：11幟概　　一　1　　1
÷÷」＝■仕事する　■　L　　　　■　■　■

一＿1マー1 一’⊥二’　　　　　　　　　　⊥＿　　．1■’π■iT強内職する

■
轟覇
凹遊 プラモデル等の工作　　　■　■　■　　　　　　　■　　　　　　　■　　　　■　　　　■　■　　　■　■　　■　■　■　　　　　　　■　　　　　　　　　　1　　L

』　　　　」撞董擬 l1糞義w・一．び マンガ等絵をかく
●□　一 ■　■　　■　⊥　止　」　　■　　　止　1」 ’ユ■　　＿＿　　　＿＿＿　＿＿
趣 ’…葵三≡1聾騒義議1f■■　■　　　　　■味
等 ■　　　　　　■　　　■■歌を歌う

　　　　川　⊥　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　1　■　■　1　　　　■　　■　■　　　　　　　　■　　1　　　■軽い体操・運動をする一一一一三・一．・．・、’凧・・．・；・吊≒』　1　　　1’＾一．］一’…一t

⊥　… 止 1 皿　　　■　　■アイロンかけ　　　　■　　■　■　　　　⊥　　　　　止
■■」一1．　　1L山■家 裁縫・ミシンかけ

事 ■ 1掃
■ L　　　　　　　■■　■ …
更

主ξ血2上ば工三し」
■　　一　　I　II　　■ 」

衣 ペットの世話
■等 観葉植物の世話　　　…　』　皿　…　　　　　　　一　　　　　■　　　　1　■　■　　　1　　　■　　■　■　　　■　■　■　■　　■

■　皿着替え■　　1　■　■
■ L　■　止

＿鍵萎鰻襲
化粧・身だしなみ

休 横になる

息 仮眠をとる

等 就寝する　　⊥　　　」　　■　］　…　　　　一　　　　　　　　　　　　　一
一一．’一．、：風呂上がりにくつろく

接 談話する
’，．止1・：食事する　■

■　■　」　　　　■　　一■
客 ゲームをする　’　…　u　o　　　■

■　　」　⊥　⊥　皿　　　」■1　　一一⊥会竃・作業をする
人数（記録不明を除く）63 67 16 工925 22 17 20

凡例團75％以上　霞≡窒嚢150～75未麗窒劃25－50未

　　匿翻1－2・一・・未團1－1・・％未［コ0（なし）

図－3 平目の居間での行為（生活記録による）
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調査区分

行　　為

公室構成調査　50％　　　lOO％4DK調査　50％　　　lOO％接客・多H的性調査　　3LDK　　50％　　　lOO％接客・多目的性調査　　4LDK　　50％　　　100％

談　話 q、 1
TV 少

1　山
茶・コーヒー

・鋤模中ノ、、1　　　’　　　　　　’

’ ヤ ヤ！’食　事 《

子どもの遊び相手
表 ハ

子どもの勉強をみる
く ＜ ’▲一

、 一一一、＼
新　聞 一L規模大 下

　’■。’。 1本・雑誌

〆 ’書き物
’
。J

’’
く’ ’’仕事・勉強 ’

＼ 〉 、動きまわって遊ぶ 、
、

床にすわって遊ぶ ≒＼ く
㌫

本・絵本を読む と〉’　　’ φ

絵をかく 　’’1 ノ
L規模大

勉強する 4DK全体
〈 ／

楽器演奏をする
、、

μ　■

、、ラジオ・ステレオ ●、
・規模中　〉 緕仁’河

、 イ ’
編物・手芸 ρ

’ ’’’’ ！室内ゲーム ρ L規模中 ρ
■ ’ ’

趣味・娯楽

’’楽器演奏をする L規模大
’

’絵をかく L規模特大
・ 、㌧、 、、運動する 一q

、
洗濯物の整理

L規衡ト’㌻ ＼ く　〉
家　　事

アイロンかけ
〃 ＞ 　’y

《 く ’裁縫

休息昼寝
’

〉 、、01

’　　’　‘ 　’（　一 。二
就寝 ’

＼
一 一客と談話 、、、’’’ ’

01
接　　客 ’客と食事 ’ ’。○

’’

κ
’

　’卯’ ’パ■ティーを開く
’

客とゲームをする
64 ！ ！

図－4　居間で行われている行為（L，6畳の和室を主だんらん室とし，2～15歳の子どものいる世帯）

－111－



の割合である。いずれの図をみても，居間が単にいわゆ

る“だんらん”のみの場ではないということがわかる。

ここで特徴的にいえることは，まず第1にそこがテレビ

視聴や家族の談話といっただんらんの場であると同時に

接客の場ともなっているということであり，第2に読書，

書き物といった半ば私的な行為から家事行為までを含め

た多様な行為の場となっていることである。6畳という

小規模の和室の居間を持つ4DKでも，他と比べて子ど

もに関連した行為や洋風の家具・楽器を用いる行為が減

少し，家事行為は増加するという傾向がみられるものの，

上記の二つの特徴は共通している。更に、第3の特徴と

して，居間の規模が大きくなるに従い，おおむね諸行為

を行うとする割合が高くなっていることが挙げられる。

これは，多様な行為の展開にとっては居間の規模条件が

大きな意味を持っていることを示しているといえよう。

　図－5はモニター調査による夕食後の過ごし方記録に

現れた居間での会話発生時の行為である。これをみると

やはりTV視聴時の会話が圧倒的に多い。TVが家庭か

らだんらんを奪ったとする見方もあるが，現在ではむし

ろそれが家族のコミュニケーションの媒介となっている

といえよう。又，量的にはTV視聴と比較してかなり少

ないが，新聞や読書・物書き・勉強といった半ば私的な

行為においても会話は生まれている。そうしたものも含

めて様々な行為を目的として人がそこに集まることで，

ティータイムがとられたり，TV視聴へつながったりし

て，会話という行為に典型的に表されるコミュニケー

ションが成立していくものと思われる。

3－3　居間の接客への利用

　“接客”については様々なとらえ方があろうが，ここ

では“「同居している家族及び別居していても家計を共有

している家族員」以外の人を住居（玄関やポーチ，勝手

口等も含む）に迎えること。，という広い意味に解釈する。

家計を支えて単身赴任している夫や，遠隔地の大学に通

うために下宿している子どもを住居に迎えることはここ

でいう接客ではない。ただ，セールスマン等の来訪・応

対はこの広義の接客に含まれる。モニター調査では表

－5に示す客種に分け，夏・秋・冬の各1ヵ月の来客・

接客の記録を採ってもらった。図－6はそれに基づいて

算出した来客の種類の比率である。公室構成調査や接

客・多目的性調査においても，来客の種類については調

べており，親しい客が多いことは推察できていたが，接

客が食事や就寝のようにほぼ定常的に日々繰り返される

行為ではないため，こうした普通の住み方調査で得られ

る記憶を介したデータはや・正確さに欠けるおそれが

あった。そこで上記のようなモニターによる生活記録と

いう方法を用いた訳である。結果的には，表－1～3の

調査で得られたデータ以上にはっきりと，親しい客とな

A．T　V視聴
B．食　塀
C．ティータイム
D．新聞・読書

E．勉強・遊び
F．物書き
G．音楽・ラジオ
H．その他

図一5　居間での会話時の行為

じみのない客・改まった客の来訪の度合の違いが現れた。

改まった客や夫の友人，親戚等の来訪は客全体からすれ

ばわずかを占めるのみである。もちろん，これらの客は

滞在時間という面からみると長時間の場合が多く，接客

行為の内容からいっても食事や宿泊を伴う傾向が他の客

種よりも強く，来客の種類の比率に現れた数字のみで軽

く扱うことは禁物ではあろう。

　接客の場をみると，上に述べた来客の種類がそのま・

反映されているといえる。すなわち，最もよく利用され

るのは住居全体としては玄関であり，床上部分（居室）

ではリビングルーム・居間なのである。セールスマンや

荷物配達人への応対が玄関でなされるのはある意味で当

然であろうが，地縁的組織や近所の人，あるいは関係の

ある団体の人等の場合も玄関での応対が圧倒的に多い。
　　　　　　　　　かつて栗田靖之氏は下駄箱を床の間に見立てて玄関の接

客機能を指摘したが注10），今回の調査結果からしても，玄

関は単に出入口としてだけではなく，ポーチやホールも

含めて，家族とそれ以外の社会とのコミュニケーション

の場としてとらえていく必要があろう。そしてこれと類

似したことがLについてもいえる。モニター住戸のほと

んどは床の間付きの和室を持っているが，表－7に示す

ようにそこが接客に使われる割合はLの1／5程度でしか

ないし，夏・秋・冬の3回の接客記録を通してそこを全

く接客に利用しない世帯が3割近くもある。親戚や夫の

友人，数少ない改まった客の場合でさえLでの応対が多

いのである。もちろん床の間付き和室の空間的条件

広さや方位や玄関からのアプローチの独立性等　　に

よって，又，家族の就寝室への利用の有無によって，こ

の部屋の接客利用のされ方は異なっている。例えば表

－3で挙げた接客・多目的性調査によれば，玄関から独

立してアプローチでき，8畳の広さを持ち，しかも南面

し，かつLに開放的に接続されているといったプランで

は，床の間付き和室はLとほ“同等の割合で接客に利用

されている。しかし，この調査においてもトータルとし

てみれば，床の間付き和室を空室としている世帯でさえ，

改まった客の応対の場としては，3LDKで4．5割，4LDK

で6．5割がLを利用しているのである。

　以上のことから推察されるのは，たとえ居間以外に接

客利用を考慮した部屋　　例えは床の間付き和室

を設けたとしても，必ずしも居間が接客全般から解放さ

れる訳ではないということである。この背景には，上述
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のように今日の都市住居における来客の多くが気の張ら

ない人々であるという実態がある。モニター調査によれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば，9割の世帯が，居間に迎えることが偉かられるよう

な客はないとしている。又，図－7に示すように，現在

の居間での接客と家族生活の重な1）は，そこを接客に用

いるために家族生活上使いにくいという方向での問題と

いうより，むしろそこでは家族の多様な行為が展開され

るために逆に接客に利用しにくいという方向での問題で

あろう。こうしたことからすれば，居間を単に家族の領

域としてのみ考えるのではなく，親しい客を中心とした

接客をも行う空間としてとらえ，そのためにはどのよう

にすべきかを検討してゆくことが必要であるといえよ

う。

3－4　居間での起居様式の二重性

　居間の普及とともに，そこでの生活実態や公室の計画

に関する研究が盛んになったが，それらと強く関連する

と思われる起居様式については，居間の多くが洋間のL

ということもあってか，むしろ一見矛盾した起居様式と

してのユカ座指向の強さだけがクローズアップされてき

たきらいがある。履物を脱ぎ床面の清潔さを保つという

我が国の生活様式からすれば，洋間だからといってイス

にばがり座る必要はない訳であり注11〕，形式化したソファ

セットの導入や洋間＝イス座という硬直的な感覚を批判

するという意味では，このようなユカ座要求の強調は重

要であろう。しかし，元来座るという姿勢には無理があ

り，それを補うものとして種々の座具やイスを必要とし

ており，又，長時間同一の姿勢を保つことは困難であり，

ある間隔を置いて姿勢は変化してゆくものである。更に，

行為の種類によっても適合する姿勢は異なるであろう

し，既に述べたような多様な行為が展開される居間では

当然自由な姿勢，起居様式をとれる可能性が必要とされ

表－5　客の種類

表－6

A．取り引き・契約関係のないセールスマン，外交員等
B．関係のない宗教団体，文化活動団体等の人
C．取り引き・契約関係のあるセールスマン，外交員等
D．関係のある宗教団体，文化活動団体等の人
E．町内会，子ども会，生協等地縁的組織の人

F．近所の人
G．別居している親しい身内
H．その他の親戚
1．夫（主人）の友人
J．妻（主婦）の友人
K．同居している祖父母の友人
L．子どもの友人
M．仕事，職業上の客
N．改まった客，なじみのない客
O．その他（荷物配送の人等を含む）

（矧
30

20

10

ABCOE■＝GH1JKLMNO

　　　　　　図－6　来客の種類

余り感じないめったに感じない

居間を接客に使うので家族がくっろきにくいと感じるか

居間を家族が色々使うので接客に使いにくいと感じるか

しょっちゅう感じるしばしば感じる

図－7

しょっちゅっ感じるしはしば感じる

居間での接客と家族生活の軋櫟評価

客の種類別滞在時間（宿泊客は除く）

項目
客の種類

平均滞在時間（分）

1分以内応対の割合（％）

A

3．7

71．6

8

2．8

77．6

C

10．9

55．7

D

50．0

17．3

E

14．4

50．5

F

25．6

44．3

G

123．3

11．3

1－1

133．5

6．8

122．4

工4．6

76．9

16．0

1〈

49．9

11．8

L

83．1

18，6

M

8．6

14．4

N

61，5

O

8．1

73．6

表－7 接客の場（庭・テラス等での接客，複数室利用を除く。数字はパーセンテージ）

客の種類
場

A 8 C D E F G ・一II J K L M N O トタル

DK，LDのD部分 O．4 一 3．7 8．0 1．213．119，418．6 3．63L0 一 4．6 0．8 一 2．9 8．2

L‡ ■ 工．75．220．0 5．414．71簸111l11萎糞1簑11l11萎嚢1萎11 18．5≡11嬢1簸、・3．418．5

床の間付き和室ホ ’ ■ 工．316．0 2，7 1．4 9．013．630．1 2．4 ’ 2．1 8．0 一 工．03．6

その他の居室 一 ’ 1．2 ■ 0．8 0．7 9．822．O 4．8 1．9i4．3∴獅、、18．616．7 1．113．7

玄関（インタフォンを含む）11鱒≡≡l1l1≡1鰯111l11≡鱗1111鋤1111112．83．421．727．O28．628．625．325．0側≡盗概9’

‡4DKでは床の間付き和室と居間が重なる住戸があるため，この表では4DKを除いて計算している。
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ており，そのような自由な起居様式の一つとしてユカ座

と同様イス座も要求されているのではないだろうか。す

なわち，居間での行為の多様性の一つの表れとして，こ

のイス座もユカ座もという起居様式の二重性があるので

はないかと思われる。ここでは表－2に挙げた4DK住

戸における居間のとられ方やソファ等の導入の実態か

ら，これまでとは逆にイス座要求の強さをみることに

よって，このことを考えてみたい。

　調査対象とした4DK住戸は3LDKのLに当たる位置

に，すなわちDKの南側に開放的に接続された6畳の和

室を持っている。しかし，この和室が主だんらん室＝居

間として利用されるのは5～6割の世帯であり，これは

3LDKのLの利用率に比較すればかなり低い。つまりそ

の分，他の居室へ居間が分散していることになる訳だが，

女の都では9．3畳の広さを持つDKへタサキH．では玄

関脇の11畳の洋間へ，西諌早では隣の8畳の和室へ主と

して移っている。このような現象の背景には，居間にお

ける広さ指向及びイス座要求があるように思われる。も

ちろん，DK南側6畳の和室の居間への利用率の低さは

そこが就寝に使われる可能性を持つことと無関係ではな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いが，むしろ後に述べるイス等の導入とも相俟って，6

畳という規模が大きく影響していよう。タサキH、での

11畳の洋間の利用や西諌早での8畳の和室の利用には，

そのような広さへの指向が端的に表れている。又，この

タサキH．の洋間の利用（3割の世帯）や女の都をはじめ

とする夏季におけるDKの利用（女の都で3割強，他で

2割前後）は，広さ指向や食事とだんらんの結びつきの

強さを示してもいるが，一方ではイス座要求の反映であ

ろう。

　上に述べたようにDK南側の6畳の和室を居間とす

る世帯は5～6割であるが，その他の和室利用も加える

と，7～8割の世帯が和室を居間にしていることになる。

そしてその3割近い世帯でイスや長ソファが置かれてお

り，しかもその3／4は入居時以降の購入によるものであ

る。逆にイスを置いていない世帯についてその理由を調

べると，“夕タミに座った方が落ち着く。といった和室本

来の使い方を指向するものもかなりいるが，“狭くて置け

ない、，“じゃまになる。等の規模条件に規定された理由

がそれを上回っており，イス座への潜在的要求がうかが

われる。和室の居間のみではなく，DKや洋間の利用も含

めて考えると，主だんらんの場にイスが置かれていない

世帯は約半数であり，副次的なだんらんまで含めるとそ

の値は3．5割となり，この点からもイス座要求の強さが指

摘できる。ただ，実際の起居様式については，和室の居

間にイスを置いているといっても半数は長ソファとテー

ブル・座卓のみであるということに象徴されるように，

“イス座とユカ座が半々くらい”というものが最も多く，

次いで“ユカ座が多い”“イス座が多い”の順となって

おり，ユカ座を基本としながらも時に応じてイス座を併

用していくという二重の様態をとっていることが推察さ

れる。このような居間でのイス座・ユカ座併用という起

居様式のあり方は，表－1や表－3に挙げた3LDK，

4LDKの住戸でも同様である。以上のことからすれば，

今日のLでの生活相としてよく指摘される起居様式の

折衷的様態・二重性は，ユカ座からイス座への変化の過

渡的形態，一時的なものとしてとらえられるものではな

く，より本質的なものであり，我が国の生活様式の伝統

からするとそこは本来的にイス座もユカ座も可能な空間

として計画されるべきではないかと考えられるのであ

る。

第4章居間の多目的性とその空間的条件

4－1　考察の方向

　前章では，実際につくられてきた居間は必ずしも多目

的性への配慮が十分になされたものとは考えにくいが，

そうした居間にあっても生活の実態としては多目的性を

持っていることを，①行為の多様性，②接客への利用の

一般性，③起居様式の二重性，を通して明らかにした。

もちろん，これはいわば多目的性への指向を示すもので

あり，現状の居間がそれを矛盾なく実現しているという

ことではない。既に第2章でも触れたように，居間の多

目的性の実現のためには広さをはじめとして幾つかの空

間的条件への配慮が必要である。ここでは前章の分析内

容と関連させつつ，起居様式の問題をも含めた行為の多

様性と規模，多様な行為に付随する多様なモノヘの対応，

接客への配慮という3点から，多目的空間としての居間

が保持すべき要件について考えてみたい。

4－2　行為の多様性に対応する居間の規模条件

　表一8はモニター調査による10月のある平日，土曜，

日曜における主人・主婦の居間での平均的行為数を，そ

の規模別にみたものである。同じく表－9は公室構成調

査，4DK調査，接客・多目的性調査において，居間で行

うと答えられた世帯ごとの平均行為数を規模別にみたも
　　　　　　　のである。ここに明瞭に示されるように，居間が広くな

れば，そこで行われる行為の種類は増える，つまり多目

的性は増大するといえる。既に3－2において，図一4
　を基に，“居間の規模が大きくなるに従い，おおむね諸行

為を行うとする割合が高くなっていること。を指摘した

が，それは見方を変えればこのような行為の数の差と

なって現れるのである。更に図－4を注意深くみると，

居間の規模との関連でいえば，洗濯物の整理やアイロン

かけ，昼寝，軽い運動、子どもの遊び等の比較的広い床

面を必要とするような諸行為，及び子どもの勉強，仕事，

食事等，ある程度の大きさを持つ机やテーブル類＝卓を

－114－



表－8　生活記録に基づく居間での平均行為数

曜日 平　　日 土　　曜 日　　曜

住戸 4LDK 3LDK 4LDK 3LDK 4LDK 3LDK

行為
主体 L特大 L中 L大 L中 L特大 L中 L大 L中 L特大 L中 L大 L中

主人（夫） 7．2 6．5 8．3 4．9 7．8 7．2 8．3 6．2 8．8 7．2 8．0 7．9

主婦（妻） 10．8 9．6 12．3 9．5 11．工 9．O 11．4 9．6 9．5 9．0 9．3 8．0

必要とする諸行為で差が大きいことがわかる。つまり，

空いた床面及び作業可能な卓を置くスペースを確保でき

る規模であるかどうかが，居間の多目的」性の程度を大き

く左右すると考えられる。
　図－表－3に挙げたL特大タイプの住戸の家具

配置の1例であるが，このタイプでは図’に示されるよう

にLの一方を－特に玄関に近い方を－ソファ

セットを置いたイス座のスペースとし，他方を床面を広

く空けた，又は座卓等を置いたユカ座のスペースとする

例が多い。この14畳という広いLを持つ住戸に限らず，

Lの家具配置をみると一般的に何らかの形でモノを置か

ない空いた床面が，あるいはユカ座のスペースが確保さ

れる傾向がうかがわれる。例えば図一10は接客・多目的

性調査のL規模中～大（約8～11畳）タイプの4LDK住

戸におけるLのソファの配置パターンをみたものであ

るが，広い床面を必要とする対向配置は少なく，空いた

床面をとりやすい1列型やL型配置が多いことがわか

る。又，Lの規模が小さい場合ほど1列型が多いことか

ら，この空いた床面の確保は結果的なものというより，

むしろ指向されたものと推察できよう。ここでは仮にソ

ファが置かれるスペースをイス座エリア，空いた床面を

ユカ座エリアと呼ぶこととするが，モニター調査によれ

ば，8割以上の世帯がこの両エリアの使い分け（意識的

なものか結果的なものかは問わない）をすると答えてい

る。ただ，このイス座エリア・ユカ座エリアを含めて，

　“お宅の居間を幾つかのエリアに分けることができます

か”という質問に対しては7割近くが“できない”とし

ている。つまり，空いた床面＝ユカ座エリアの確保が指

向され，意識の上ではイス座エリア・ユカ座エリアの使

い分けがなされているにもかかわらず，現状の居間では，

用途や起居様式が明確に区分された“エリア”を設ける

こと，あるいは上記のイス座エリア・ユカ座エリアをそ

うしたものとして意識することは一般的に困難であると

　いうことである。
　我々はかつて表－1の調査を基にした「集合住宅の公

室構成に関する研究」において，L規模が十分確保できな

い条件下では，Lに和室を開放的に（建具を取りはずすこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　となく1間以上の開口を保持し得るように）接続するプ

ランが有効性を持つことを実証した注12）。そこでは，この

表－9 居間で行うと答えられた平均行為数

調査 公室構成 4DK 接客・多目的性
調査 調査 調査4LDK

居間の
規模 小 中 大 小 中 大 特大

行為数 16．318．820．617．318．520．622．7
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口
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ノ
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図－8　L特大タイプの家具配置例

1ヰーF

　　　　　　i二一

　　　　　　　　　植◆ふ物“・O・物■

この規模（11畳）で，上のようにユカ坐スペースとイス坐スペースを
分けようとするとサイドポード等が置きにくくなる。

　図－9　イス座エリアとユカ座エリアを設けた例
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隣接和室がLの狭小性をカバーする空間として，例えば

イス座のLに対するユカ座の屠間的空間等として機能

することを想定していた。しかし，これはもちろんLの

規模，住戸規模が限定されているという条件下での次善

の策としての側面を持っている。今回のモニター調査に

おいて，“イス座エリア・ユカ座エリアのとり方として，

広いLの中にこの両エリアを設けるタイプと，Lをイス

座エリア，それに開放的に接続された和室をユカ座エリ

アとするタイプのどちらがよいか”を問うたが，前者を

希望する世帯が後者を希望する世帯をかなり上回った。

これは，列えばある一つの行為の中でも起居様式の変化

が“しょっちゅうある，しばしばある”と答えた世帯が

4割近くあることからもうなずける。このような一つの

行為の中での起居様式の変化は，イス座エリアとユカ座

エリアの近接性を要求するであろうからである。

　以上の点から，多目的空間としての居間が備えるべき

規模条件としては，ソファセットが置けるイス座エリア

と，勉強・仕事等の作業が可能な卓が置け，かつ子ども

の遊びや洗濯物の整理等が可能な空いた床面を持つユカ

座エリアの，両方が設けられ得る広さということになろ

つ。

4－3　居間での行為に付随するモノヘの対応

　居間での行為の多様性はその形態－例えば起居様

式－や対応する家具の多様性と結びついており，更に

それは家具のような大型のモノだけではなく，読み書き

の対象・手段としての新聞・雑誌や筆記用具等の文具，

子どもの行為と関連したおもちゃや学用品等々の小型の

モノ＝生活用具・用品の多様性とも結びついていると考

えられる。表－10は接客・多目的性調査による，居間で

の行為の数とそこに置かれる生活用具・用品の数の対応

をみたものであるが，明らかに行為の数が増加するに

従ってモノの数も増えている。このような行為とモノと

の結びつきは，単にある行為に付随してモノがそこに現

れるということだけではなく，居間という一つの空間の

中での幾つかの行為の継続的な展開に伴う準備や後片付

け，収納の必要性と可能性の間題とも絡まって，そのモ

ノとは直接的な関連を持たない行為の阻害条件を形成し

たり，室内景観の乱れ＝散らかりとなって現象すること

もあろう。図一11は接客・多目的性調査による，居間の

散らかりに対する評価であるが，Lが広い場合，及び公室

ゾーンに納戸を持つタイプで散らからないとする割合が

高い。後者はある程度予想されることだが，前者はや・

奇異な感じもする。何故なら，先に述ぺたことからすれ

ば，居間が広い場合は行為も多様化し，それに付随して

モノも多くなるだろうからである。事実，図－12に示す

ように，14畳という広いLを持つタイプではそこにモノ

が置かれる割合は全般的に高い。しかし，居間が広いと

対向配置

接客・多目的性調査4LDKL中

接客・多目的性調査4LDKL大

ホL型配置Iは

‡L型配置皿は

図一10

L型配置I　L型配置皿1列型その他
　　　　1　　　■　　　ノ

　ロロのようにL字の両ウィングが2人以上
□□座れるようになったもの

□冒膿榊方のウイングが1人

Lにおけるソファ類の配置パターン

表－10居間で行うと答えられた行為数とそこに置かれる生
　　　活用具・用品の数の相関

居間での行為数

生活用具・用品の数

15以下

9．8

16～20

12．0

21以上

13．9

　　　　　　しょっちゅう散らかる　　　　　あまり散らからない

　　　　　　　　　よく散らかる　　　　　　ほとんど散らからない

図－11居間の散らかり評価（接客・多目的性調査4LDK）
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　　　図一13だんらん室に置かれる収納家具の割合

表－11公室ゾーンの納戸に収納されているモノ
　　　　（数値は対象住戸中当該のモノを収納している住戸
　　　のパーセンテージを示す）
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図－12だんらん室に置かれる生活用具・用品とその状態
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　いうことは，ノ」・型の生活用具・用品のみでなく，家具を

収容する可能性も高いということでもある。収納系の家

具を居間に置く割合を比較した図－13が，このことを裏

付けている。つまり，居間が広くなれば確かに行為も多

様になり，それに付随してモノも増えるが，同時にそれ

　を収納する家具を置くこともできるため，モノの増加が

必ずしも散らかりの増加には直結しないということであ

　る。図－13において公室ゾーンに納戸を持つタイプでは

本棚やタンス・引出し類を居間に置いていないが，これ

はそれらがおおむねLDに接して設けられた納戸に収納

　されているからである。この納戸にはそればかりではな

　く，表－11に示すように，実に多種多様なモノが納めら

れている。これだけのモノが居間の近くの納戸に置かれ

るということはその分，居間に置かれるモノが少なくな

るということであり，先のような散らかりに対する評価

　となるのである。

　先に触れた図－12は，多種多様な生活用具・用品が居

間に置かれる割合とともに，それがどのような状態で置

かれているかも示している。これによれぱ居間に置かれ

る割合の高いレコード・テープ，筆記用具，新聞等は，

オープンなもの・クローズドなものを含めて棚やラッ

ク・ケース等に納められる例が多い。筆記用具以外の文

具，雑誌・書籍も同様に棚や引出し等の収納家具に納め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　られる場合が多いが，中にはテーブルの上等に置かれる

こともあり，ティッシュペーパーのようにテーブルや床

の上に置かれるのが普通のモノもある。しかし，総じて

いえることは，これらの多様な生活用具・用品を可能な

限り棚や引出し，ケース等に納めようとする姿勢がうか

がえるということである。つまり空間的条件さえあれば，

居間での諸行為に付随する多様なモノはかなりの程度，

収納・整理されるものと思われる。公室ゾーンに納戸を

持つタイプではモノそのものが余り居間に現れていない

ことがそれを裏書きしていよう。モニター調査によれば，

このような居間・食事室近辺の収納空間について約6割

の世帯が“是非必要、，“あった方がよい”としている。

又，それをどのような空間として設けたいかという質問

に対しては“居間や食事室の壁に沿って配置される収納

家具・が最も多く（35％），次いで”押入れより大きい納

戸。（30％），“家事作業もできるような広い収納空間”

（27％）の順となっており，それ以外の形態を希望する

世帯は少ない。確かに収納空間と一口ではいっても，家

具的なものと室的なものとの二つの方向があるだろう。

つまり，多目的空間としての居間はそこでの行為の多様

性に伴う多様なモノヘの対応が必要であり，それは基本

的にはこれらのモノを出し入れするための収納を用意す

ることであると考えられるが，これは一方では収納家具

を置くスペースを，特に十分な壁長を屠間が持つことで

あり，他方では居間に近接して室的収納空間を設けるこ

とである。後者については，例えばモニター調査におい

て5割強の世帯が家事室・家事コーナーを是非必要，あっ

た方がよいとしており，先述の収納空間の形態への希望

とも絡ませれば，家事室との兼用も考えられよう。

4－4　居間での接客への対応

　先に述べたように，家へ上げる客の応対の多くは居間

でなされる。もちろんそこには問題がない訳ではない。

図－14はモニター調査における居間での接客に対する評

価であるが，親しい客の場合はよいとしても，なじみの

ない客・改まった客の場合は問題ありとする世帯が少な

からずある。その具体的内容をみると居間の散らかりが

最も多く，次いでTV視聴の中断，子どもがいる・騒ぐ，

生活が見られる，Kが見られる・DKを通る等が挙げられ

る。これらの中にはTVや子どもの問題のように居間の

空間的条件の改変のみでは対応が困難なものもある。た

だ1世帯で2台以上のTVを持つ世帯が一般化し，子ど

も部屋や余室もあるという条件下では，どうしても見た

ければ別の部屋のTVを見る，子どもがいっしょにいる
　　　ことが偉かられる客の場合には，子どもの方が別室に

引っ込むといった行動様式をとることで対処できよう。

散らかりや生活が見られる等の問題に対しては，前節で

述べた収納空間の設置が有効であると考える。Kの問題

については当然居間からそれが見えないよう何らかの形

で分節化することが必要であるが，客の居間へのアプ

ローチの過程でもKが見られないよう配慮すぺきであ

ろう。更に後者は，（家族の）生活が見られるのを問題と

していることと関連させれば，玄関から他の部屋を通る

ことなく居間へ到達できる構造になっているべきである

ということにつながる。このことは，接客・多目的性調

査において，玄関から独立したアブローチを持つ床の間

付き和室が非独立のそれよりも接客に使われる割合が高

　　　　　　や、閉題ありほとんど閉題なし　全く問題なし

　親　し　い　客
なじみのない客
改まった客

閉趣だ一らけかなり問趣あり

図－14居間での接客に対する評価

居間の散らかり

T　V視聴の中断

子どもがいる・騒ぐ

生活が見られる
Kが見られる・
　　　DKを通る

50％

図－15居間での接客の問題点の主なもの（なじみのない
　　　客・改まった客の場合）
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いこと等からも推察できる。以上のことから，居間での

接客に対しては，Kとの視覚的分離，収納家具配置ス

ペースの確保ないし収納空間の設置，玄関から居間への

アプローチの独立性を計ることが重要といえよう。

第5章　まとめ

　近年，Lに対する批判的論議が広く行われてきたが，L

という空間が公私室型やモダン・リビングという計画理

念の産物と目された時，批判の矛先はそうした理念にま

で向けられる。従来，公私室型の公室，あるいはモダン・

リビングのLは一般的にはノン・プライベートな行為全

般の場，家族のだんらんも接客も行う場と説かれてきた。

しかしながら他方では，大正期の居間中心型住宅におけ

る居間以来，それを家族成員のだんらん室とするとらえ

方もあり，実際に供給されてきたLの多くは，だんらん

も接客も行う場，あるいはノン・プライベートな行為全
　　　　　　　　　　　般を引き受ける場としては如何にも貧弱であった。この

意味では現実のLという空間は，公私室型やモダン・リ

ビングの理念とはズレを持っているといえる。しかし，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのようなLにおける接客と家族生活の軋櫟の指摘等

は，一面ではLをそのように，つまり接客にも家族生活
　　　　　　　　　　　　　にも使おうとしていることの証しでもある。もちろんこ

れが批判的にとらえられていることは，そうしようとし

て，うまくいっていないことをも示している。この意味

では現実のLは実際の生活にも適合していないといえ

る。すなわち，現状のLの多くは，一方では公私室型や

モダン・リビングという理念との間で，他方では実際の
　　　　　　　　　　　　　　　　　住生活との間で，というように二重の齟齬を来している

のである。

　昨今のLに関する批判的論議の起点は，この二重の齟

齬を持つ現実の空間の貧しさにあったと思われる。理念

という面でいえば，家族とそれ以外の人々との間での，

共同生活の全面性や時間量の絶対的な差及びそれに基づ

く親密度の相違ということからして，あらゆる接客が家

族のだんらんの場と大きな矛盾もなく重なり得ることは

ないであろうし，ノン・プライベートとはいえ，幾多の

行為が何の軋櫟もなく同一の空間で展開されるというこ

とも考えにくい。この点では問題は単に現実の空間にの

みあるのではなく，公私室型やモダン・リビングという

理念の中にもあるといえる。とすれば，接客機能等をL

から分離し，そこを家族のだんらん，くつろぎの場とし

て純化させてゆくという考え方は，確かに問題を解決す

べく生まれて来る一つの方向ではあろう。

　しかし，近代の住居において新しく意味付けられた

Livl㎎ roomが提起された経緯－ステイタスシンボ

ルと化した，使い勝手の余りないParlourをフロントに

置き，ふだんの接客も含めて多様に活用されながらも，

暗く狭いLiving　room又はDining　roomをバックに配

するという形式を否定し，それらを1室化して広く明る

いLiving　roomを誕生させたこと－や，近代住居の

特質である私領域化・私性の深化が一方ではコミュニ

ケーション空間としての共ないし公の領域の形成を要請

すること等に目を向けるなら，あるレベルでの接客をも

含めた多様な行為が展開できる場＝多目的空間としての

居間を考えることも必要であろう。子ども部屋を中心と

した過度の私領域化とそれに伴う家族間のディスコミュ

ニケーションが指摘される今日，こうした方向での問題

の検討は大きな意味を持つと思われる。

　ただ，ここでは居間の多目的性を絶対化してとらえて

いる訳ではない。第2章の引用にもあるように，居間の

多目的性には，“専用化の必要度の高い行為の場の分化の

後に残された部分、という面が確かにあるだろう。住居

の歴史は一面では機能分化・空間分化の歴史であるが，

住居を構成する単位空間の専用性と多目的性のバランス

は，その時代の住居水準に規定されざるを得ない。本研

究での居間の多目的性も一面ではこうした相対性を持つ

ものである。ただ，住居の規模には限界があり，あらゆ

る行為の場が専用化されることはあり得ず，必ず何らか

の形で多目的な空間が残るであろう。そのような意味で

は居間の多目的性は絶対的なものである。いずれにせよ，

これからの居間は，現代の生活様式から求められている
　　　　　　　　　　レベルでの多目的性に応えていく必要がある。Lに対す
　　　　　　る批判的論議の横溢は現状のLの多くがそれに対応し

きれていないことを示していよう。

　そのような現状の居間にあっても，そこでの行為は多

様である。居間は家族のだんらんの場であると同時に主

要な接客の場でもあり，半ば私的な行為から家事行為ま

でを含む多様な行為の場として使われようとしている。

居間が主たる接客の場ともなることの背景には，今日の

都市住居における来客の多くが気の張らない人々である

という実態がある。そしてこのような接客を含む多様な

行為の展開は，一方ではその姿勢の多様性を通して起居

様式の二重性への指向となって表れ，他方では使用家具

や小型の生活用具・用品の多様性と結びつき，空いた床

面確保の困難性やモノの散らかり等として現象してい

る。すなわち，生活様式という面では接客を含めた多目

的性が求められているにもかかわらず，現状の居間はそ

れに対応しきれていないのである。このような多目的性

に対応し得る居間＝多目的空間としての居間を計画する

に当たっては，以下の諸点を配慮することが必要であろ

う。

　（1）居間は，ソファセットが置けるイス座エリアと，勉

強・仕事等の作業ができる卓が置け，かつ子どもの遊び

や洗濯物の整理等が可能な空いた床面を持つユカ座エリ

アの，両方が設けられ得る広さを確保する。
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　（2）居問は，そこに現れる多様なモノを整理・収容でき

る収納系の家具を置くスペー又を，特にそのための十分

な壁長を持っ。又，居間の近辺に，ある程度の規模を持

つ収納空間を設ける。後者は家事空問との兼用も考えら

れる。最低眼，この中の一方を配慮する．，

　（3）居問は，玄関から独立してアプロー一チできるように

し，台所との視覚的分離を計る。

＜注〉

1）「新しい住生活」（田中恒子），「問違いだらけの住まいづくり」

　　（吉田桂二），「住まいとほどよくつきあう．（宮脇　檀）等。

2）「住居論」，「日本の住まいn」（西山夘三），「f主まい方の思想」（渡

　　辺武信），「日曜日の住居学」（宮脇　檀），「f主宅の逆説1」（黒沢

　　　隆）等。

3）例えば「季刊新建築住宅特集創刊号」（1985年）て二支ゴポスト・

　　モダンリビングの現在甘という見出しで三つの鼎談を掲載して

　　いるが，このテーマからして既にモダン・コ1ビングの終焉を宣

　　言しているかのようである。最初の鼎談で，モダン・リビング

　　住宅設計の旗手として自他ともに認めている建築家の宮脇檀

　　氏はこれまでのモダン・リビングは「コンセプチュアルであり

　　すぎて日本人の実生活と一致していなかった」，「どづもわれわ

　　れが信じていた中身が間違っていたのではないかという気も

　　起きてきた」と反省しており，若手建築家中心の3番目の鼎談

　　では，その若手の中ではプランを重視するとみられている山本

　理顕氏が「プランが中心的な課題だということ1自体が提造され

　　たものなわけだから……そういう幻想をつくり上げたことだ

　　けを評価すればいいんじゃないか，もうモダン・リビングなん

　　てきれいさっぱり始末しちゃっていい」とさえ言いきっている

　　のである。宮脇氏が「信じていた中身が間違っていた」とか「日

　本人の実生活と一致していなかった」といっている具体的内容

　　は，例えばLにおける接客の問題であリ，又，起居様式の問題

　　であろう。確かに現在のLでは接客と家族生活との間にある

　種の軋櫟が生じる場合が多々あるかもしれないし，洋間である

　　にもかかわらずユカ座指向が根強くあり，セットで購入された

　　ソファ類が余り生活に使用されないという問題がま）るかもし

　れない。しかしそうだからといって，あっさりLを否定した

　　り，モダン・リビングの理念を捨て去ってよいのだろうか。む

　　しろ，今日の住様式＝普遍的な住生活の遂行のされ方に照らし

　　て，現在のLが持っている問題点をよりクリアーにとらえ，改

　善の方向を探る中で理念をも検討するという姿勢が必要では

　　ないだろうか。この点では先の鼎談で宮脇氏か（モダン・リビ

　　ングの）「どの部分が憧れであり，どの部分が幻想であり，どこ

　が現実として可能であるかを明らかにすること，それはわれわ

　れの責任である」と語っていることに注目したい。

4）「すまいの近代化と家族（1）」（江上徹，1989日本建築学会大会・建

　築計画研究協議金資料集「すまいの近代化論」所載）を参照さ

　れたい。

5）「居間に関する住文化論的考察」（竹下輝和，豊福EMILIA信

　子，「昭和61年度日本建築学会大会学術議演梗概集」〕参照。

6）「住宅家具の改善」（生活改善同盟会），「明治以降の住様式の変

　化・発展に関する一考察」（青木正夫，第6回住宅建築シンポジ

　　ウム「いま，住様式を考える」㈱新住宅普及会，住宅建築研究所

　報Nα13所載）等参照。

7）「住宅建築要義」（武田五一）参照。

8）「HISTORY　OF　THE　HOUSE」（Ett（〕re　Camesasca），

　「Medieval　England」（Colin　Platt）、「Cruel　Habitation」（Enid

　Gauldie），「ENGLISH　HOUSE」（Clive　Asletほか），

　「TURN－OF－THE－CENTURY　HOUSES，　COTTAGAS
　AND　VIL亡AS」（Robert　W．Shoppdlほか），「The　Oxford

　E㎎1ish　Dictionary」，「Webster’s　New　Twentieth　Century

　　Dictionary」，「西洋家具文化史」（崎山直ほか），「住宅の逆説第

　　1集」，「同第3集」（黒沢　隆），「絵でみるイギリス人の住まい

　　1」，「同2」（マーガレット／アレクサンダー・ポーター著，宮

　　内　恋訳）等を参照。

9）ただし，そク）後に行われた電々公社アパートの住み方調査の報

　　告では，居間の多目的な使用への配慮に言及されている。「集合

　　住宅　住戸」（鈴木成文）参照。

1O）「住まい方の文化人類学的考察」（栗田靖之，第6回住宅建築シ

　　ンポジウム「いま，住様式を考える」㈱新住宅普及会，住宅建

　　築研究所報Nα13所載）参照。

11）はきかえによる床面の清潔さの保持がユカ座の起居様式と関

　　連を持つことについては「台湾における日本時代官舎の変容お

　　よび伝統的住空間の構成に関する研究（2）」（青木正夫ほか，住宅

　　総含研究財図「研究年報Nα15」所載）を参照されたい。

12）「集合住宅の公室構成に関する研究」（江上　徹，上和田　茂，

　　穴山泰介，（帥新住宅普及会＝現，住宅総合研究財団「住宅建築研

　　究所報No．10」所載）を参照されたい。
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